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本規定は、ＶＩＴＡ‐０１北海道レースシリーズ規定に参加する車両の構造、

安全設備、改造許容範囲を定める。 

１．定義 

 本車両は、ウエストレーシングカーズ㈱社製『ＶＩＴＡ‐０１』を用いたレ

ースとする。車両は、出荷時の外観形状とマシン構成部品を保持した状態で、

これを維持していなければならない。なお、ウエストレーシングカーズ㈱社

がマシン製作上変更した場合はこの限りではない。 

２．材料規制 

以下の材質の使用は禁止される。 

マグネシウム・チタニウム・カーボン・アラミド繊維など 

３．車両規則 

エンジンおよび補機 

１）エンジンは、トヨタ社製「１ＮＺ‐ＦＥ型」を使用し、最大排気量は

１５００ｃｃまでとし、エンジンおよび補機は、下記の項目を除き変

更をしてはならない。ただし、シャシーにエンジンを搭載するための

最小限の変更は許される。 

２）過給器は装着出来ない。 

３）サーモスタッドは自由。 

４）オイルフィルターは自由。 

５）エアフィルターは自由。 

６）燃料ポンプは自由。 

７）クラッチディスクは材質の変更のみ認められる。 

８）エンジンはダイナモ（その登録車両に取り付けられているもの）及び

ダイナモベルトを付けた状態とし、そのダイナモは発電機能をさせた

上で取り付いていること。 

９）シリンダーブロックはホーニングのみ認めるが、オーバーサイズピス

トンは認めない。 

10）エキゾーストパイプは１次集合までは純正品を使用し、テールパイプ

は自由とする。 

11）ＥＣＵの一切の変更および改造は許されない。 

４．車体と寸法 

車両の最大長 ３，７１２ｍｍ 

車両の最大幅 １，６００ｍｍ 

ホイールベース ２，１５０～２，２５０ｍｍ 

フロントオーバーハング ８００ｍｍ以下 

リアオーバーハング ８００ｍｍ以下 

高さ ９５０ｍｍ 

（安全ロール構造体を除き地上から９５０ｍｍを超えてはならない） 

１）ボディは吸気と排気パイプおよぴエンジンの上部の突き出しを除き、

すべての機械的構成要素を覆うこと。 

２）ボディはホイール上の張り出し、少なくともホイールの円周の１／３

にわたり効果的に覆いタイヤの幅も覆うこと。 

５．最低重量 

車両の重量は６００ｋｇ以上とする。（レース用装備品をすべて着用した状

態のドライバーを含めた、競技の行われている全ての期間中の重量を言う。

ただし燃料は含まない） 

６．駆動 

最大２輪とする。 

また、デフの形式はフリーデフのみとする。 

 

７．ギアボックス 

前進５段、後退１段を越えるものであってはならない。 

トヨタ社製「１ＮＺ‐ＦＥ型」エンジンに装着されていた標準のギアボックス

を使用すること。また、そのギアボックスの改造もしくは変更は許されない。 

８．後退ギア 

すべての車両は競技会の出走時において作動可能な後退ギアを含むギアボッ

クスを有さなければならない。また、着座したドライバーによって操作出来る

こと。 

９．運転席 

運転席に着座するドライバーは進行方向に直面するようになっていなければ

ならない。 

10．ホイール 

１）１５インチ径のホイールを使用すること。リム幅は最大７．０インチま

でとする。 

２）材質は鉄またはアルミ軽合金とする。 

11．タイヤ 

１）スリックタイヤは不可。 

２）タイヤは市販ラジアルタイヤとし、タイヤサイズは１９５/５５－１５

とする。 

３）タイヤウオーマー・タイヤの加工（溶剤の塗布など）は禁止される。 

４）ハンドカットによるタイヤの加工は禁止される。 

12．サスペンション 

サスペンションは出荷時に装着されていたショックアブソーバーの使用のみ

認める。サスペンションスプリングの変更は可能とする。 

13．制動装置 

同一のペダルによって操作される２系統の回路を有し、次の条件に合うもので

なければならない。ペダルは通常４輪を制御するものであること。制動装置の

パイプに漏れがある場合、もしくは制動伝達装置に何らかの欠陥がある場合で

も、ペダルは少なくとも２輪を依然として制御するものであること。 

１）ブレーキディスクは鉄製に限定される。ベンチレーテッドディスクは認

められる。ディスクへの穴あけは禁止されるが、スリット加工は認めら

れる。 

２）ブレーキキャリパーは最大４ピストンまでとし、各ホイールにつき１個

でなければならない。ブレーキパッドの材質は変更は許される。 

14．赤色警告灯 

１２ワット（相当）以上の赤色警告灯２個と停止灯２個を後方から明瞭に見え

るように取り付けること。赤色警告灯は競技長の指示により常時点灯できる構

造でなければならない。 

15．燃料パイプ、タンク、ケーブルおよび電気装置 

１）ライン／ケーブル／電気装置 

ライン、ケーブルおよび電気装置が、その取り付け位置／材質／連結方

法等に関して航空機工業基準に準拠していない場合、次のことを生じる

いかなる漏れもないよう取り付けられなければならない。 

－コクピット内の液体たまり 

－コクピット内への液体の侵入 

－電気または電気装置と液体の接触 

もし、ケーブルラインあるいは電気装置がコクピットを通過する、また

はコクピット内に取り付けられている場合それらは防火材でかつ液体

の侵入を防ぐ材料によって完全に覆われていなければならない。 

２）パイプライン 

エンジンに常設されているパイプラインを除き、コクピットの外部にあ

るすべての燃料パイプラインは、最大作動温度１３５℃で、４１ＭＰａ

（ｂａｒ）の最低破壊圧力を有していなければならない。 

３）燃料タンク 

下記に従い、ＪＡＦ／ＦＩＡ公認の安全燃料タンクの装着が義務付けら

れる。 

Ａ）タンクの数は１個、なおコレクタータンクの使用は禁止される。 

Ｂ）取付位置はシートバックとエンジンルームとの間とする。 
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16．車体 

１）シャシー構造体 

①スペースフレーム構造を基本とする。主要な構造体には外径３２

ｍｍ以上で肉厚１．６ｍｍ以上のパイプを使用しなければならな

い。ドライバーの足部裏面からドライバー座席の背部までのコク

ピット内部断面積は１，１４０㎠以下であってはならず、また最

小幅はコクピットの全長を通じ３８０ｍｍ以上で、主要ロール構

造体バルクヘッド部は６８０ｍｍ以上なければならない。 

②フロントサスペンションピックアップは車体構造体の外部にあ

り、フロントバルクヘッドからピックアップ後部まではスペース

フレームに厚さ１．６ｍｍの鉄板を溶接で組み合わされた構造で

なければならない。 

③スペースフレーム構造体両側面には補強として肉厚１．５ｍｍ以

上のパネルを張り付けられる。このパネルの最小引張強度は２２

５Ｎ/㎟以上であること。 

２）側面防護体 

ドライバーを保護するため、車両の両側に側面防護体を設けなけれ

ばならない。側面防護体は車両の中心線から最小７５０ｍｍのとこ

ろに、高さ９５ｍｍ以上、前後長さは第２ロール構造体の前端から

燃料タンク後端までの間に、車体構造体と連結したボックス構造を

備えること。この側面防護体は最小引張強度２２５Ｎ/㎟以上のパネ

ルを使用した構造であること。 

３）コクピット 

コクピットはドライバーが脱出するために５秒以上を要しないよう

設計されていること。コクピット開口部は、ステアリングホイール

より後方６００ｍｍから前方において６００ｍｍの開口部があるこ

と。 

４）後方視界 

車両には、ドライバーが後方を見る為に少なくとも２つのミラーを

装備すること、また、それぞれのミラーの最小幅は１５０ｍｍで、

少なくともそれが縦５０ｍｍにわたり維持されていなければなら

ず、各コーナーの半径は１０ｍｍを超えてはならない。 

５）空力装置 

リアウイングの取り付けは認められるが、ウイングの翼断面は指定

される。（図―１参照） 

ウイングには、ガーニーフラップ等の付加物は禁止される。リアウ

イング以外の空力付加物の取り付けは禁止される。 

６）牽引用穴あきブラケット 

ＪＡＦ国内競技車両規則第１編第４章公認車両および登録車両に関

する安全規定第８条に準拠して取り付けなければならない。ただし、

オープンボディの車はフックをロールバーで兼用できる。 

 

 

 
 

図－１ 

 

17．安全装置 

１）安全ベルト 

幅７５ｍｍ 以上の２本の肩部ストラップ、1 本の腰部ストラップ、お

よび脚の間の２本のストラップからなる安全ベルトの着用が義務つけ

られる。これらのストラップはＦＩＡ基準８８５３／９８ に合致して

いなければならない。 

２） ヘッドレスト 

すべての車両は後方へ８３３Ｎ（８５ｋｇ）の荷重がかかった時に、

５０ｍｍ以上傾かないヘッドレストを備えていなければならない。ヘ

ッドレストの表面は２０，０００ｍ㎡以上で連続的であり、突き出し

た部分があってはならない。 

３）安全ロールバー 

①ロールバー 

ａ）安全構造の基本目的はドライバーの保護にある。この目的は設計

の基本考察である。 

ｂ）すべての車両は、少なくとも２つのロールバー構造を装備しなけ

ればならない。（チタニウム材の使用は禁止される）ロールバー

構造体は外径３５ｍｍ以上、肉厚２．０ｍｍ以上の冷間仕上継目

無鋼管を使用すること。第１ロールバー構造体は、ステアリング

ホイールの前方にありステアリングホイール頂点の前方２５ｃｍ

以上にあってはならない。第２ロールバー構造体は、第１ロール

バー構造体の後方から５０ｃｍ以上離れていなければならず、ま

たドライバーが正常に車両に着座し、ヘルメットをかぶりシート

ベルトを締めた状態のとき、そのドライバーのヘルメットは第１

ロールバー構造体の頂点と第２ロールバー構造体の頂点を結ぶ線

を超えてはならない。座席の背部にある第２ロールバー構造体は、

車両の縦の中心線に対して左右対称であり、また次の項目に合致

しなければならない。最低高はコクピット底面から垂直に測定し、

ロールバーの頂点までの間が少なくとも９０ｃｍなければならな

い。ロールバーの頂点は通常の運転姿勢におけるドライバーのヘ

ルメットから少なくとも５ｃｍ上方になければならない。 

②強 度 

ロールバーの構造の規格については、まったく自由であり、下記

に示された最小強度に耐えうるものでなければならない。 

１．５Ｗ：横方向 

５．５Ｗ：車両の前後方向 

７．５Ｗ：垂直方向 

Ｗは６００ｋｇとする。 

コンストラクター責任者またはその設計者によってサインされた

証明書を競技会技術委員に提出しなければならない。証明書には、

このロールバーの図面または写真を付けるとともに、このロール

バーが上記の荷重に耐えうることを明記しなければならない。 

③一般考察 

ボルト、ナットを使用する場合にはその数に応じて十分な最小寸

法を必要とする。その材質は最上級であること。（航空機用）ス

クェアーヘッドボルト、ナットは使用しないこと。構造の主たる

部分には継ぎ目のない１本の管を使用し、曲折部分は滑らかに連

続的に曲げられており、ひだ、あるいは壁部に欠損がないこと。

溶接は全体にわたって最高の技術をもって行なわれるべきであ

る。（通常はアーク溶接または特別の場合にはへリアークが使わ

れる）スペースフレーム構造に開し、ロールバーの構造はそれに

かかる荷重を広い面積に分散するように車両に取り付けられるこ

とが重要である。ロールバーを単一な管あるいは継ぎ足された管

に付着させるだけでは不十分である。ロールバーはフレームの延

長として設計されるべきで、単にフレームの付属として考えるべ

きではない。基本構造の強度には十分な考慮が払われるべきであ

る。例えば荷重を分散させるため補強バーあるいはプレートを付

加すること。 

４）燃料タンクの注入キャップ 

①燃料入口とキャップは車体より突き出してはならない。衝突の際およ

び不完全なロックによりキャップがゆるまぬように設計されていなけ

ればならない。 

②空気孔はコクピットの後方１５ｃｍ以上の場所に位置すること。 

③給油時のオーバーフローガソリンはコクピット内に流入しない構造で

あること。 

５）消火装置 

すべての車両は、内容量２ｋｇ以上の粉末消火器、または、ＦＩＡ国

際競技規則付則Ｊ項第２５９条１４項に記された消火器を、ドライバ

ーが速やかに操作できるようにしなければならない。金属製ストラッ

プの付いたラピッドリリースメタル（ワンタッチ金具）の装着のみ認

められる（最低２箇所に装着することが推奨される）。 

●記載事項 

以下の情報を消火器に明記しなければならない。 

ａ）容器の容量 

ｂ）消火剤の種類 

ｃ）消火剤の容量もしくは重量 

ｄ）消火器の点検日（消火器の有効期限は、充填した日もしくは前回

点検日から２年とする） 

６）ステアリングホイール 

ステアリングに切れ目があってはならない。スイッチやメーター等を

装着する場合は、それらが突起した形状（トグルスイッチ等）であっ

てはならず、トグルスィッチ以外のスイッチやメーターを装備する場

合は、ドライバーと対面するステアリングホイールリム全体で形成さ

れる平面よりもドライバーに近いところに位置してはならない。緩衝

パッドの装着を推奨する。 

７）電気回路開閉装置（サーキットブレーカー） 

すべての回路を遮断できる電気回路開閉装置（サーキットブレーカー）

を取り付け、その取り付けた位置には赤色のスパークを底辺が最小１

０ｃｍの青色の三角形で囲んだ記号で表示し、外部からでも容易に操

作できること。 

８）オイルキャッチ装置 

エンジンから外に出るオイルを集めるためにタンクもしくは装置を装

着しなければならない。この装置は最小２リットルの容量を有するも

のでなければならない。この容器は透明なプラスチック製であるか、

透明な窓枠を備えること。ミッションケースより後方に位置してはな

らない。 

９）防火装置 

全ての車両は出火の際、火炎の直接の噴出を防止するためエンジンと

運転席の間に有効な防護壁を設けなければならない。 

10）触媒装置及び消音器 

触媒装置の装着を義務付け、消音器の装着が推奨される。 

11）排気音量 

ＪＡＦ国内競技車両規則に示された「レース車両の排気音量規制」の

検査方法に準じ、排気音量規定値は最大で１０５ｄＢ（Ａ）以下とし、

各競技会の特別規則書を優先する。 

12）その他 

技術委員長によって安全でないと判断された車両は競技に参加できな

い。 

 

以上 

                            大会組織委員会 

＝＝＝＝＝オーガナイザー連絡先＝＝＝＝＝ 

十勝スピードウェイクラブ・クラブマンカップ事務局 
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